
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２回  第３回 

 

会 場：入間市男女共同参画推進センター イルミン２階 会議室 

定 員：各回２０人（先着） 

対 象：入間市在住・在勤の女性（※所沢市・飯能市・狭山市・日高市在住の方も可） 

託 児：６ヶ月～小学校３年生まで ＊託児の申込みは受講日の前週の同じ曜日まで 

申込み・問合せ： 

 

事業受託者：特定非営利法人アンブロージア  

所沢市榎町８―１３ 

TEL：04-2935-3786・070-9151-1387（平日 9:30～17:00） 

  

第１回 

募 

集 

就職活動に必要な能力やノウハウの提供など、女性の就職支援を目的としたセミナーを開催いた

します！ 

 女性ひとり一人が自分らしく生きる、働くための就職支援セミナーです。就職したい！働いてみ

ようかな?働くってどんな感じ?働きたいけど…そんなあなたにぴったりのセミナーです。 

8月１日（木） 

10：00～12：00 

テーマ 

「私たちの働き方」 

女性のライフイベントと 

働き方 

無料 
託児有 

女性就労・キャリアアップ支援事業 

9月１9日（木） 

10：00～12：00 

テーマ 

「上手に自分を表現する①」 

応募書類をどう書く? 

働き方 

11月１9日（木） 

10：00～12：00 

テーマ 

「上手に自分を表現する②」 

面接でどう答える? 

働き方 



女性弁護士による無料の法律相談です。１案件につき、1回ご予

約いただけます。 
 

日にち：７月１８日木曜日 
時 間：１３時１５分から１６時４５分（１人約３０分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

・リプロダクティブ・ヘルス/ライツは、「性と生殖に関する健康と権利」と訳されます。 

・性や子どもを産むことに関わるすべてにおいて、身体的、精神的、社会的に良好な状態である

ことを「リプロダクティブ・ヘルス」といい、そのリプロダクティブ・ヘルスの享受できる権利

を「リプロダクティブ・ライツ」といいます。 

・具体的には、子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠や

出産、すべての新生児が健全な小児期を享受すること、またそれらに関する情報と手段を得るこ

とができる権利です。また、女性だけでなく男性の性と生殖の健康、役割、責任なども包括して

います。 

 

・自分のからだ・人生を守るために、リプロダクティブ・ヘルス/ライツの観点から、男女が性の

知識を正しく得ることが大切です。 

男女共同参画推進センターで配布し

ておりますのでお立ち寄りの際は、 

ぜひご覧下さい。 

また、市公式ホームページでもご覧

いただけます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

パネル展 

『 』パネル展 
男女共同参画週間の期間に合わせて、６月24日（月）～６月28日（金） 

までの５日間、入間市役所１階市民ホール展示コーナーにて、パネル展を実施しました。 

令和 6年度 

男女共同参画週間ポスター 

 

 

パネル展では、令和6年度の男女共同参画推進センターの事業報告のほか、令和６年度男女共同参

画週間パネル展、LGBTQ パネル展の展示を行いました。展示期間終了後からは、入間市男女共同参

画推進センターにて、事業報告を展示しています。 



 保護者の方と一緒に利用するお部屋です。 

予約不要でご利用いただけます。 

 

 広い室内には、未就学児対象のおもちゃ、絵本、ジャングル 

ジム、乗り物、こども用のいす・テーブル等があります。 

赤ちゃん連れでも安心です。 

 ご利用の際は事務室にお声をかけて下さい。 
    

☆ 混雑状況によって利用を制限させて頂く場合があります。 ☆ 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

★女性も男性も共にかがやき、いきいき暮らせる男女共同参画社会の実現に向けて、当センターは 7・8 月に下記事業をおこないます。 

毎週水曜日 

10:00～15:00（１人約 3０分） 

  ＊12:00～13:00 を除く 

【相談直通電話】 

℡04-2964-2545 

 

 面接相談日       電話相談日       女性のための法律相談日         

 男女共同参画審議会      個別就労相談日 

女性のための 

予約制 

奇数月第３木曜日 

13:15～16:45（１人約 3０分） 

  【予約専用電話】 

℡04-2964-2561 

男女共同参画推進センター 

男女共同参画推進センター アクセス方法 

 

毎週月・金曜日 

10:00～15:00（１人約５５分） 

  ＊12:00～13:00 を除く 

【予約専用電話】 

℡04-2964-2561 

予約制 

女性のための 

毎月第 2・4火曜日 

（祝日除く） 

10:00～15:00 

（１人約５0 分） 
  ＊12:00～13:00 を除く 

【予約専用電話】 

℡04-2964-2561 

予約制 

毎週月曜日～金曜日（祝日除く） 

10:00～15:00（１人約 30 分）＊12:00～13:00 を除く 

【相談窓口】 

℡04-2964-2545 

女性のための 

毎週月曜日～金曜日 

（祝日除く） 

8:30～17:15 

【相談窓口】 

℡04-2964-2536 


